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○旭川市市民参加推進条例 

平成14年７月４日条例第36号 

（附属機関の会議の公開等） 

第13条 附属機関の会議は，これを公開するものとする。ただし，審議の内容が旭川市情報公開条

例第７条各号に掲げる事項及び第８条に規定する事項（同条各号に掲げる事項を除く。）のいず

れかに該当するおそれがあると附属機関が認める場合を除くものとする。 

２ 附属機関は，前項本文の規定により会議を公開した場合は，会議終了後，速やかに，会議の記

録を公表するものとする。ただし，旭川市情報公開条例第７条各号に掲げる事項及び第８条に規

定する事項（同条各号に掲げる事項を除く。）を除くものとする。 

３ 会議の公開及び会議の記録の公表の実施に関し必要な事項は，市の機関が別に定める。 


